
施設又は事業について 

① 消防計画 

次表の用途で、防火管理者が必要な施設 

※詳しくは、管轄する消防署にご相談ください。 

 

（１）項 
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場  等 
ロ 公会堂又は集会場  等 

（２）項 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ  等 
ロ 遊技場又はダンスホール  等 
ハ 性風俗関連特殊営業  等 
ニ カラオケボックス類  等 

（３）項 
イ 待合、料理店  等 
ロ 飲食店  等 

（４）項 百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗又は展示場  等 

（５）項 イ 旅館、ホテル又は宿泊所  等 

（６）項 

イ 病院、診療所又は助産所  等 
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム  等 
ハ 老人デイサービスセンター、児童養護施設  等 
ニ 幼稚園又は特別支援学校 

（７）項 小、中、高校、高専、大学  等 

（８）項 図書館、博物館、美術館  等 

（９）項 
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場  等 
ロ イ以外の公衆浴場  等 

（１０）項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場  等 

（１１）項 神社、寺院、教会  等 

（１３）項 イ 自動車車庫又は駐車場  等 

（１５）項 前各項に該当しない事業所  等 

（１６）項 上に掲げる用途が２つ以上入っている建物 

（１６の２）項 地下街   

（１７）項 文化財建築物  等 

  

② 予防規程 

消防法第 14条の２第１項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所 

※詳しくは、管轄する消防署にご相談ください。 

 

③ 危害予防規程 

高圧ガス保安法第５条第１項の許可に係る事業所 

（ただし、不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除きます。） 

※詳しくは、大阪市消防局予防部規制課保安担当にご相談ください。 


